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1．はじめに

個人や組織は様々な仕方で他の個人や組織と交渉をもつ．言語行為論
によれば，その際のコミュニケーションにおいて何が達成されているのか
明らかにするためには，発語内行為（ ）と発語媒介行為
（ ）の区別が決定的な重要性をもつとされる．しかし，
関係者たちの感情，考え，あるいは行動に対して実際に「リアルな効果」
をもたらす行為（ ）である発語媒介行為が，そのリア
ルな効果が認識されて初めて認識されるという意味で，行為の効果が明白
であるのとは異なり，発語内行為は，発声や筆記に伴う物理的条件や生理
学的条件の変化を別にすれば，いわゆる生（なま）の事実（ ）
を直接に変化させるものではないし，かといって相手の考えや行動に対す
る発語媒介的効果によって特徴づけられるわけでもない．ファン・ベンタ



ムとリュウは「φということを成り立たしめよ」という指令を選好変化の引
き金として考察した際，この指令がφの成り立つ世界をそうでない世界より
望ましいものにすると述べるにあたり，「少なくとも指令の発信者が課した選
好をわれわれが受け入れるならば」という条件を付している（

， ． ）が，この留保条件は，指令の発語内行為がそれとして
の限りでもたらす効果と，それがわれわれの選好に対してもたらしうる発語
媒介的な効果との間にある重要な論理的なギャップを反映している．リア
ルな発語媒介的効果の属する側をギャップの向こう側と呼ぶことにすれば，
ギャップのこちら側にあるのは，どのような効果であろうか．
この問題に対するオースティンの答えは簡明なものであった．それによれ

ば発語内行為は，「われわれが単なる慣習的結果に過ぎないとみなすような事
柄」をその効果とする行為なのである（前掲箇所）．しかし，ストローソン
（ ）以来，多くの哲学者，言語学者，コンピュータ科学者たち
は，発語内行為が慣習的であるというオースティンの見解を，言語外的な慣
習に依存する一部の特殊な言語行為にしか妥当しないものとみなし，グライ
ス（ ）にならって，相手にさまざまな効果をもたらそうとする話
し手の意図の観点から言語の使用を特徴づけようとしてきた．だが彼らが持
ち出す話し手の意図は，発語内行為を構成するには不十分であるか，発語媒
介的な効果への言及により発語内行為と発語媒介行為の区別を曖昧にするも
のであった．発語内行為によって何が達成されるのか明らかにするためには，
発語内行為の効果を発語媒介行為の効果から単離することが必要である．上
述のオースティンの見方は，まさにこの場面で興味深い示唆を与えてくれる．
関係者の考えや行動にリアルな効果を及ぼす行為である発語媒介行為は，そ
のような効果を実際に生み出すまで遂行されたことにならないが，これに対
して発語内行為は，慣習的な効果さえ発生すればそれだけで遂行されたこと
になる．スビサ（ ）も指摘するように，だからこそ発語内行為に
だけ明示的遂行形式があるのである．
このオースティンの着想を発語内行為の一般理論へと発展させることは可

能だろうか．そのためには，十分に多くの発語内行為について，その慣習的
効果を特定するとともに，それによってそれぞれの発語内行為が適切に特徴
づけられることを示すことが必要になる．ここで役立つのが，この 年間に
動的認識論理（ ）の発展をもたらした，モデルを更
新することによって変化を捉える手法である．この手法を義務論理に応用す
ることにより，義務の観点から指令行為の効果や，約束行為の効果を捉える
動的な義務論理（ ）が得られる．さらに動的な選好



社会的コミュニケーションの論理的ダイナミクス

の変化を扱うファン・ベンタムとリュウの論理（前掲論文）と動的義務論理
を組み合わせることにより，指令の発語内行為の効果と相手の選好を変化さ
せる発語媒介行為の効果を区別する論理（ ）も得られる．ま
た同様の手法は，主張行為と譲歩行為による命題へのコミットメントの動的
変化を扱う論理の定式化や，取り消し行為をも含めた論理への拡張（

）にも応用できる．以下では，まず第 節で認識論理の動的認識論理
への拡張を簡単に概観した後，第 節で指令と約束の効果を特徴づける手法
をある程度詳しく紹介し，最後に他の成果についても簡単に触れたうえで，
残された課題を明らかにしたい．

2．動的認識論理　DEL

動的認識論理 （ ）という名称は，この二十
年近くの間に， ， ， ，

， （ ）， などによって発展
させられてきた諸システムの総称である． においては，公開的な告知
やプライヴェートな情報伝達など，多様な行為が，当事者たちの認識状態
（ ）を変化させる出来事として解釈される．たとえば の
一つである公開的告知の論理 （ ）においては，
φという内容の公開的告知行為のタイプがφ という記号で表され，この記号
をインデクスにした様相演算子 φ とその双対〈φ 〉が，標準的な認識論
理の多エージェント版に追加される． の言語では，これらの様相演算子
は動的命題論理 （ ）の流儀で，告知という
プログラムの実行によりもたらされる状況にかかわるものとみなされるので，
次の

φ ξ

という式は，φという内容の公開的告知の後では必ずξが成り立つというこ
とを意味する（他方，〈φ 〉ξ は，告知後にξが成り立つ場合があるというこ
とを意味する）．そこでこのξの位置に，エージェント がχということを知っ
ているということを現わす式 χを置けば，φという内容の公開的告知の後
では がχということを必ず知っているということを意味する次の式

φ χ



が得られることになる．こうして，公開的告知がもたらす知識の変化を語
ることが可能になるわけである．基礎になる静的な認識論理は，単独のエー
ジェントの知識だけでなく，グループのメンバーの共有の知識（

）や，相互的知識（ ）も表現できるため，
ではそれらの変化も扱うことができ，いろいろと興味深い結果が得られてい
る ．

の意味論においては，このような変化にかかわる式を解釈するために，
従来の静的な認識論理のモデルを更新する操作が定義され，告知の前の状況
と後の状況を，それぞれ更新前のモデルと更新後のモデルで表現するという，
動的意味論（ ）以来の手法が用いられる．この論理のモ
デルとしては通常は可能世界モデルが使われ，エージェントの一人一人にそ
れぞれ独立の認識的到達可能性関係（ ）が割
り当てられるが，標準的なモデル更新方式においては，φ という公開的告
知が行われると，更新前のモデルでφの成り立っていなかった世界が取り去
られるため，どのエージェントにとっても，到達可能な世界として残るのは，
更新前のモデルでφの成り立っていた世界だけである．しかもφが認識様相
の出現しない真な式である場合には，更新以前にφが成り立っていた世界で
は，更新後もφが成り立つので，この意味論のもとでは，φがこのような式
である場合には，どのモデル，どの世界でも，どのエージェント についても，

φ φ

が常に成り立つ．これは，φということが公開的に告知された後では皆がφと
いうことを必ず知っているということを意味する．
ここで直ちに気になるのは，公開的告知を信じないことも可能なのではな

いかという点であろう． において議論される泥んこの子供のパズルのよ
うな例の場合には，登場人物たちには公開的告知を疑うべき理由は確かにな
いが，現実の状況においては，公開的告知がなされても，それを信じない人
物がいてもおかしくない．ここにも先に見たのと同様の論理的ギャップがあ
るのである．
この問題に対処する道は少なくとも二つある．その一つは，聞き手の知識

を変化させる行為が発語媒介行為であることを認め，発語内行為としての公
開的告知の効果を別途単離することを目指す道であるが，その際には，ある
ことを告知する行為の効果を，たとえば同じことを単に主張するだけの行為
の効果から区別するといったことも必要になる．もう一つの道は， を知
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識獲得（ ）の論理として解釈しなおすことである．実際 におい
ては，カードゲームで自分に配られた手札を見ることや，人に見せることな
どの，発話を伴わない事例も扱われるのであるから，これは自然な解釈である．
ここでもう一つ注目しておきたいのは，認識論理を動的認識論理へと動態

化（ ）した手法が他の論理にも応用できそうだという点である．実
際それが，次節で見るように，言語行為の効果の解明につながるのである．

3．動的義務論理　ECL，ECL II，DMDL+III

により導入された指令行為の論理 （
）は，認識論理のかわりに義務論理をベースにした動的様相

論理であり，指令行為の前後の状況を表すために義務論理のモデルが使われ
る．ただし，誰にもひとしく妥当するとみなされる道徳的義務や法的義務が
念頭におかれることが多い標準的な義務論理 （ ）
の場合とは違い，指令行為の効果を問題にする際には，指令を受けたエージェ
ントを他のエージェントから区別する必要がある．そのため，ここで使われ
るのは所与のエージェントの有限集合 に属する各エージェント にそれぞ
れ独立の義務論的到達可能性関係（ ）が割り当
てられる多エージェント版のモデルである．これに対応して義務様相もエー
ジェント ∈ に相対化されており， φという式により，φを成り立たせ
ることがエージェント の義務であるということが表される．また，この静
的な論理には真理様相も組み込まれていて，たとえば◇φ∧ ¬φによって，
φを成り立たせることが可能だが禁じられているということを表すことがで
きるようになっており， （

）と呼ばれている．
のモデルでは，どのエージェントの義務論的到達可能性関係も真理

様相の到達可能性関係の部分集合になるものとされている．これは，許され
ていることはすべて可能であるということを意味する次の混合公理

φ→◇φ

を採用することに等しい（ φは ¬ ¬φの省略形である）．また，詳しくは
後で触れるが は，相反する命令が与えられた場合に生ずるジレンマ
（「あちら立てれば，こちら立たず」の状態）を扱えるようにするために，い
わゆる 公理 φ→ φは採用せずに，上記の混合公理といわゆる 公理



φ→ψ → φ→ ψ

を真理様相論理の公理系に付け加えることで公理化されており，モデルの方
でも，上記の制限以外には，義務論的到達可能性関係には何も制限が与えら
れていない． の意味論においては，モデル ，世界 で式φが成り立
つという関係 や，帰結関係はまったく標準的な仕方で定義されており，

の健全性も完全性もまったく標準的な方法で証明することができる．
指令行為の論理 の言語は， の言語に，φを成り立たせよという

指令がエージェント に与えられる際の指令行為のタイプを表す記号 φをイ
ンデクスに持つ様相演算子 φ を付け加えることで得られる．したがって，

の式はすべて の式である．また，ここでは感嘆符が公開的告知で
はなく指令を表すのに使われている点に注意されたい．
この言語の意味論は， のモデルに対して与えられており，モデル ，

世界 で式φが成り立つという関係 の定義は， の定義の各節を
用に書き直したものに，さらに次の節を加えることによって与えられる．

χ φ χ φ

ただし，ここで χとは， のモデル が χというタイプの指令
行為により更新されたモデルであり，モデル でエージェント に割り当て
られた義務論的到達可能性関係 をその部分集合 〈 〉∈
χ で置換することによりモデル から得られるモデルである．
ここではモデルの更新は，更新前にχの成り立っていなかった世界を取り

去ることによってではなく，そういう世界が到達可能でなくなるように到達
可能性関係を制限することにより行われている．これは図示した場合には，
到達可能な世界へのリンクを表す矢印を切断する形で表現されるので，リン
ク切断と呼ばれることがある．更新操作は必ず 個以上のリンクを切断する
（取り除く）ので，除去的 である． の は の
頭文字である．
この意味論は の式については， の意味論と同じ結果を出すの

で，φが の式である場合には次の系が成り立つ．

φ φ

またこの意味論では，エージェント がχを成り立たせるよう指令された後
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では必ずφが成り立つということを表す式 χ φが更新前のモデル ，世
界 で成り立つ必要十分条件は，更新後のモデル χ の世界 でφが成り
立つことである．更新後のモデルでは，更新前にχが成り立っていた世界だ
けが にとって義務論的に到達可能であるが，χがエージェント に相対化
された義務様相 の出現しない の式である場合には，更新前にχが
成り立っていた世界では更新後もχが成り立つ．したがって においては，
χがこの条件を満たすときには，次の

χ χ

が妥当になる．これは，例外はあるものの，指令は通常は義務を生み出すと
いうことを意味しており，同じ意味の英文（

．）をもとに 原理と呼ばれている．もちろん義務が生じて
も，それに反したことをしたいと思うことや実際にすることは可能であるか
ら， 原理は，発語媒介的効果から独立に成立する指令という発語内行
為の慣習的効果だけを（部分的にではあるが）とらえていると考えることが
できる ．
さて， は， の公理と推論規則に，さらに以下の公理（還元公理

と呼ばれる）と規則を付け加えることで公理化される．

φ ⇔ ∈
φ ⇔
φ ¬ψ⇔ ¬ φψ
φ ψ∧χ ⇔ φψ∧ φχ φ
φ □ψ⇔□ φψ
φ ψ⇔ φ→ φψ
φ ψ⇔ φψ ≠
ψ

∈ φ－
φψ

公理（ ）（ ）が妥当であることと，規則（ ）が妥当性を保存することは，
真理定義に基づいて確認することができる．したがってこの公理化は健全で
ある．
また（ ）と（ ）は，原子命題およびトートロジーを表す命題定項 に前

置された指令演算子を除去することを許し，残る公理は指令演算子が前置さ



れる式の長さを段階的に短くすることを可能にする．これらの公理に基づい
て， の式φを受取り，それと等値な の式（φ）を返す翻訳関数
を定義することができる．しかもφ ⇔（φ）が で証明可能であるため，

の完全性は の完全性から導くことができる．
この では，次の行き止まり原理が妥当である．

φ∧ ¬φ ψ

φ∧ ¬φが成り立つ世界はないので， φ∧ ¬φ による更新が行われると，
にとってはどの世界もどの世界からも到達可能ではなくなるため，更新後
のモデルでは にとっては何もかもが義務になり，いわゆる義務論的爆発

が生ずるわけである．しかも， の式φとψが の
現れない式である場合には， では次の，制限つき逐次連言原理も妥当で
ある．

φ ψχ⇔ φ∧ψ χ

このφに ，ψに ¬ ，χに ξを代入すれば，次の式

¬ ξ⇔ ∧¬ ξ

が得られるので，先の行き止まり原理と組み合わせると，次の式

¬ ξ

が帰結する．たとえばエージェント が二つの組織に属している場合には，
一方の組織で を成り立たせるよう指令された後で，もう一方の組織で ¬ を
成り立たせるよう指令される場合が十分にありうるが，その場合にも は行
き止まりに追い込まれるわけである．もちろんξには任意の式が代入できる
ので，

¬ ∧ ¬

も妥当であるから， 公理を に付け加えることはできない． 公理は行
き止まりがないことを要求するからである． ∧ ¬ は矛盾なので ∧ ¬
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も矛盾になるが， ∧¬ は矛盾ではない点に注意されたい．もちろん，
いわゆるカントの原理 φ⇔◇φも に付け加えることはできない．

で導入された では，両立しない指令が与えられ
る状況をより適切に扱うことができるように が一段細密化されている．
すなわち被指令者だけでなく，指令者も区別するために，義務演算子とそれ
を解釈する義務論的到達可能性関係を × によって指標付けすることによ
り，基盤論理 を へと細密化し，その動態化により を
定式化する際に指令演算子にも同様の指標付けを導入するという方法がとら
れている．こうして では，式 φが，エージェント にとって，
権威者 に関して，φを成り立たせることが義務であるということを意味し，

では，式 φψが，権威者 からエージェント がφを成り立たせ
るよう指令された後では必ずψが成り立つということを意味するというよう
に，話が細かくなっている．
もちろん が有限集合である以上， × も有限集合であるから，形式的に

は の言語もモデルも の言語とモデルの一例であり，
の言語もモデルも， の言語とモデルの一例である．したがって真理定義
も公理も推論規則も同様であり，健全性も完全性も， 原理も行き止ま
り原理も，制限付き逐次連言原理も から引き継がれる．その限りでは形
式的には何も新しい点はないのだが，具体例への応用においては，きめの細
かさが生きてくる．たとえばエージェント が勤務先の上司 から を成り
立たせるように指令された後で，信奉している宗教団体のグル から ¬ を成
り立たせるように指令された状況は， では，

¬ ∧ ¬

によって表現されることになり，行き止まりにならない．両立不可能な指令
が与えられた場合でも，行き止まりになるのは被指令者も指令者も同じであ
る場合に限られるのである．しかし上の状況でも， と ¬ をともに成り立た
せるのは不可能であるから， はどちらに従っても，少なくとも一つの有効
な指令に背くことになる．義務論的爆発抜きの義務論的ジレンマである．
もう少し卑近な例としては，上司 から一年後にサン・パウロで開催され

る会議に出席するよう指令された後で，グル から会議と同じ日に札幌で行
われるデモの指揮をとるように指令されたというような状況を考えることが
できる．それぞれの命令を と で表すと，この状況は次のようになる．



∧ ∧ ¬ ∧

と が未来の事態を表す点が式の上では表現されないため，少し居心地が
悪いが，それは基礎となる言語を拡張しなければ対処できないので目をつぶ
ることにしよう．ここで が直面している問題は，サンパウロと札幌があま
りに遠いことである．もちろん ∧ は論理的矛盾ではないから，それが真
になる可能世界を考えることができるが，それは残念ながら現実の世界では
ない．現実の世界では， 時間の時差とジェット旅客機の速度をもってして
も，同じ日に問題のデモと会議の両方に出るのは無理なのである．この偶然
的ジレンマの解消は，たまたま会議かデモの日程が変更になるといった僥倖
や，上司かグルに人選をやり直してもらうといった調整によるしかない．
ところで同様のジレンマは，指令どうしの衝突だけでなく，指令と約束の

衝突においても発生する．たとえば上の例を少し変形して，一年後にサンパ
ウロで開かれる国際ワークショップをオーガナイズしている以前の教え子
に頼まれて招待講演をする約束をした後で，グル から上のような指令を受
け取ったという状況を考えると，同様の義務の衝突が生ずることがわかる．
このことは，約束行為の効果も義務論理を使って捉えることができるという
ことを示唆している．いや実際，約束行為が義務を生み出すという考え方は
古くからの常識に属すると言ってよい．むしろ問題は，約束の生み出す義務が，
常識的には特定の相手に対して負われる義務であるとみなされている点であ
る ．

で導入された では，常識的見方に従い，この種
の義務を表現するために， をさらに細密化するという方針が採用さ
れている．すなわち で導入された義務を負うエージェント
と義務を生み出すエージェントの区別に加え，義務が負われる相手
をも区別し， φという式により，φを成り立たせることが，エージェン
ト にとって，エージェント に対して，エージェント の名のもとに義務
であるということを表すのである．この も， × × が有限集合
になるので， と同様 の一例であり，健全で完全な公理化がある．
この義務論理を動態化した では， が に対して行う，φを成り

立たせるという約束が φ，φを成り立たせよという指令が φ
でそれぞれ表され，φが の式であるとき，次のような原理が成り立
つ（添え字の順序に注目されたい）．

（ ） φ φ （ただしφ中には が現れない）
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（ ） φ φ （ただしφ中には が現れない）

ここでは約束が生み出す義務が，約束者が約束相手に対して負う義務である
ことと，義務を生み出すのが約束者であることが反映されている．また指令
が生み出す義務も同じ形式で表現されているため，ここでは被指令者が指令
者に対して負う義務として扱われているが，この点には異論もありうるだろ
う．
この では，先の約束と指令の衝突は次のように表現される．

∧ ∧ ¬ ∧

また， 原理には の有名な「ある」から「べし」を導く
議論の後半部分を裏書きするという応用もある． は指令と約束の
両方を扱うため より公理の数も増えるが， と同様に還元公理によ
り，健全で完全な公理化が与えられている．

4．終りに

前節でみた動的義務論理においては，指令や約束の慣習的効果が，エージェ
ントの実際の考えや行動への影響のような発語媒介的な効果の観点に訴える
ことなしに捉えられていた． ではさらに，

による に若干手を加えたものと を組み合わせるこ
とで，指令の発語内行為と選好を変化させる発語媒介行為の絡み合いと相違
を扱える論理が定式化されている．もはやこの論理の言語を紹介するだけの
紙幅はないので，式抜きで結果だけ述べるが，この論理においては，以前に
取り上げたエージェント が上司 からサンパウロの会議に出るよう指令さ
れたあとにグル から東京のデモを指揮するよう指令された状況で，さらに
グルがこの指令によって にデモに行く方を選好するようにさせる発語媒介
行為にも成功した場合でも，なお上司の命令が有効なままである がな
お真である ことが示される． がグルに従う方を選んだことにより，上司が
意図したであろう発語媒介的効果は生じないことになるが，それでも慣習的
効果の方は生きているわけである．この論理も還元公理により健全で完全な
公理化が与えられている．
ところでオースティン的な観点を発語内行為の理論へと発展させるために

は，指令や約束ばかりでなく，いかにも何かを言うだけであるかに見える主



張行為などにも同様に明確な慣習的効果があることを示すことが必要である．
ここで注目したいのは，主張行為には主張が真であることへのコミットメン
トが伴うとしばしば言われる点である． の対話の理
論では，さらに踏み込んで，強さの異なる命題的コミットメント

の存在が主張されている．すなわち，φを主張した者は，論敵
が議論の中でφを援用することを認めなければならないだけでなく，求めら
れればφを支持する根拠を挙げなければならないが，φを譲歩しただけの者
は，論敵が議論の中でφを援用することを認めるだけでよいという違いがあ
るというわけである． （ ）では，この 種類のコミットメント
を区別する多エージェント版の命題的コミットメントの論理が定式化され，
その動的拡張により，主張行為（ ）と譲歩行為（ ）の効果を，
命題的コミットメントの論理のモデルの更新によって捉える論理が定式化さ
れている．この論理もこれまでと同様に還元公理により公理化され，基礎と
なる論理の完全性から動的拡張の完全性が導かれている．さらに
（ ）では，この論理に，自らの主張や譲歩を取り消す行為（ ）
を加えたものが検討されているが，取り消しの効果は直前の状況だけなく，
その前史にも左右されることが明らかになり，還元公理による公理化は難し
そうだという感触が得られている（なお，この論文で与えられた取り消し演
算子を含む言語の真理定義には些細な点だが不具合があり，訂正版の準備が
進行中である）．
さて，これまで概観してきた諸結果からは，さまざまな言語行為を行為と

して扱う理論を定式化するための一つのレシピが浮かび上がってくるように
思われる．それは次のようなものである．

．取り上げる言語行為が状況のどの側面を変化させるのかを見定める．
．その側面を特徴づける様相論理を定式化する（これが基盤論理になる）．
．モデルの更新操作を定義し，基盤論理を動態化する．
．可能なら還元公理による公理化を行う．

ただし，このレシピにも使用上の注意がある．まず第一に，命題的コミット
メントの論理の例から明らかなように，基盤論理そのものを新たに考案する
必要がある場合もある．第二に，弱点のある論理を基盤論理にした場合，そ
の弱点がそのまま動的拡張にも引き継がれるという問題がある．たとえば第
節で紹介した多エージェント版の義務論理は，条件つきの義務を適切に扱
えないことや時間的側面の考慮がないことなどの弱点を，標準的義務論理と
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共有している．したがって ， や にも同様の弱点はあり，
より強力な義務論理を動態化することが望まれるが，基盤論理が強力になれ
ばなるほど，更新操作の定義はそれだけ困難になることが考えられる．また
第三に，取り消しの事例が示唆しているように，還元公理による公理化はい
つも可能とは限らない．還元公理による公理化は，完全性の証明を簡単にし
てくれるが，それができない場合は完全性の証明が難しくなることを覚悟し
なければならない．
言語行為の論理的ダイナミクスの研究はまだ緒に就いたばかりである．本

稿で紹介した諸結果もさまざまな単純化の上に成り立っており，第一近似の
域を出ないものだが，それでも慣習的効果がストローソンの言うように言語
外的な慣習に依存する特殊な発語内行為にしかないわけではないことを説得
的に示す役は果たせていると思われる．サールは約束の生み出す義務を制度
的事実（ ）に属するものとして位置づけたが，この制度的
事実の次元は，オースティンの慣習的効果を位置づけるのにふさわしい．サー
ルはグライス，ストローソンらの路線が，発語内行為と発語媒介行為の区別
を踏まえていない点を批判しつつも，一部の発語内行為が意図された発語媒
介的効果の観点から定義可能だとみなし（ ），実際に指令型
（ ）の発語内行為の眼目を，聞き手に何かをさせようとする話し手の
企てとして特徴づけている（ ）．しかし指令型に属する指令
行為は，意図された発語媒介的効果による特徴づけを受けない約束行為と同
様に，発語媒介的効果をもたらそうとする企て以上のものを含んでいるよう
に思われる．主張行為や譲歩行為についても，取り消し行為についても，同
様のことが言えるであろう．発語内行為は，すぐれて社会的な行為であるこ
とが再確認されてよい．

注

． 本稿は， 年 月の日本科学哲学会大会シンポジウムで行った同タイトル
の報告と，その続編にあたる 年 月の日本イギリス哲学会大会シンポジウム
での報告に基づいており，『イギリス哲学研究』第 号に掲載予定の後者のシ

ンポジウム報告要旨と重なる内容を含んでいる．またここで紹介されている成果
の一部は，科学研究費補助金基盤研究（ ）（課題番号 ）による成果である．
． 以外の動的認識論理においては，考慮される行為も公開的な告知ばかりで
なく，一部のエージェントに何かが知らされたが，他のエージェントにはそのこ
とだけがわかり，内容が分からないという場合など，いろいろなバリエーション
が扱われている．その最新の教科書が， （ ）である．



． 「部分的に」であるのは三つの意味においてである．まず 原理のような
単独の原理ではなく， 全体が効果の特徴づけにかかわるという点がある．第
二に，基礎にした にも不十分な点があるので，義務を適切に特徴づけるた
めには，より強力な論理が必要であると考えられる．さらに第三に，指令されて
したことの責任と正当化の問題や指令した側の責任の問題なども考慮に入れる場
合，義務の観点だけでよいのかという問題もあるからである．
． この種の義務は，時として「 」と呼ばれ，特定の相手をもた
ない義務から区別されるが，そういう義務が他の義務と別にあるかどうかについ
ては議論がある．この点については （ ）が詳しい．
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